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特集1

～セラピストの業務指針

「セラピスト10か条」「ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ5か条」
　　　　　　　　　　　　　を土台に動く～

　　年11月２１日、２２日の両日、大阪市のマイドームおおさかで「動いてナンボ！  動かしてナンボ！ —「動
く」が支える人・地域・日本 —」を大会テーマに約2,500 名が参集したリハビリテーション・ケア合同研究
大会（大会長・島田永和はぁとふるグループ代表）。初日の夕刻、回復期リハビリテーション病棟協会主催、
PTOTST 委員会による大会テーマに重ね合わせた企画、「セラピスト、動いてナンボ ！  ～セラピストの業務
指針『セラピスト10か条』『PT・OT・ST5か条』を土台に動く～」と題したシンポジウムが開催された。
　PTOTST 委員会新委員長・山中誠一郎氏が座長として口火を切り、イントロダクション～事例紹介と進ん
だのち、PTOTST 委員会メンバーのPT・奧山夕子氏、ST・椎名英貴氏、OT・坂田祥子氏が登壇。回リハ
病棟でのPT・OT・STそれぞれの職責とチーム内での協業と分業の実際を、共通の入院患者の事例を使い

「１０か条」と各「５か条」を紐解きながら時期ごとのかかわりの重点を解説。山中氏が「リハビリテーション・サ
ポートの基本戦略」（同委員会・後藤伸介委員）を提示し故・石川 誠氏の言葉を紹介して締め括る内容充実
の好セッションとなった。特集１では当日の模様を誌上13ページ組みで紹介する。（編集部）

昨

セラピスト、動いてナンボ ！

リハビリテーション・ケア合同研究大会 大阪 2025
主催団体企画シンポジウム

回復期リハビリテーション病棟協会
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が発信している「セラピスト10か条」、「PT・OT・
ST5か条」の一層の活用を提案したい。
　　　　　　　　　 ❖
山中　回リハ病棟は2000 年、介護保険と同時に制
度化、急性期病院から速やかに転院でき、ADLを向
上し、在宅復帰を目指す病棟として創設された。「早く
よくして、早く地域に帰す、そして地域で適切な支援
をする」ことが回リハ病棟の使命であり、その裏には
要介護状態をしっかり改善してから地域で支えていく

「リハビリテーション前置」の考え方がある。リハ前置
主義は2000 年以降の医療・介護の大方針であり、
回リハ病棟はここに大きく貢献してきた。
　回リハ病棟では創設から25 年、「チームアプローチ」
に力を注ぎ、高いレベルで推進してきた。一方、セラ
ピストは多くの若手を抱え、その「専門性」がしばしば
課題とされている。セラピスト個々 人が高い専門性をも
つこと、そして、チーム全体としてのバランスがよいこと、
両要素は回リハ病棟での強力なチーム医療の展開に
不可欠だ。回復期は心身機能の活動（ADL）が伸び
盛りの時期で、セラピストの支援もここが中心になる。
参加を意識し、退院後の生活にいかにつなげるか。
　　「回復期リハビリテーション病棟のあり方指針」（以
下、「ありかた指針」）は、回リハ病棟のあるべき姿とし
て全体的な業務プロセスを具体的に示したものだ。患
者の全体像把握、多職種での共通目標設定にICFを
活用し全職種が共通理解をもって取り組んでいる点、リ

座長の山中誠一郎氏（以下、山中）　2040 年を控え、
新たな地域医療構想を基にした診療報酬改定の動向ほ
かが気になるこの頃、回復期リハビリテーション（以下、
回リハ）病棟についても今後さらにいろいろな変化が求め
られる現状かと思う。そうした中、改めて回リハ病棟の強
み、セラピストの強みを振り返りながら、セラピストの業
務指針である「セラピスト10か条」と「PT・OT・ST5
か条」を土台にさらなる飛躍に向けて進んでいきたい。
　まず、私から回リハ病棟のあるべき姿、セラピストの
業務指針についておさらいさせていただく。
　次に、脳血管疾患で回リハ病棟に入院されたＫさん
の症例を皆さんと共有したい。続いて、PTOTST 委
員会委員で PTの奧山さん、STの椎名さん、OTの
坂田さんの順に、PT、ＳＴ、ＯＴそれぞれの立場から
回リハ病棟での専門性の発揮（分業）とチームアプロー
チの推進（協業）の具体例を、Ｋさんの症例に照らし、
ところどころ「10か条」、各職種「5か条」にも関連づ
けながらお話しいただく。本シンポジウムを通じ当協会
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  ～セラピストの業務指針 「セラピスト10か条」 「PT・OT・ST5か条」 を土台に動く～

座長の PTOTST 委員会
委員長 山中誠一郎氏（PT）

      
回リハ病棟PT・ST・OTそれぞれの強みとは？
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あり、その上に職種別の「5か条」が専門部分として
乗る形になる。3職種に共通の指針はリハビリテーショ
ンマインドを謳った1条からその人らしい社会参加の
支援を謳った１０条まで、協業の指針として表１に掲げ
た「セラピスト１０か条」に網羅されているかと思う。

山中　回リハ病棟ではさまざまな入院患者に対し多職
種がチームでかかわるが、その中で特にPTは基本動

ハビリテーション介入時にチームアプローチが「プラス
の視点」で展開される点も、回リハ病棟の強みといえる。
　　

山中　図1は回リハ病棟セラピストの分業と協業、多
職種チームのあり方、「セラピスト10か条」とPT・
OT・STの各「5か条」について整理したものになる。
PT・OT・STに共通した指針として「セラピスト10
か条」が基礎部分として３つの山の連なりの中腹まで

図1　回リハ病棟セラピストの分業と協業　多職種チームの連峰モデル

マネジメント５か条

ST５か条PT５か条
OT５か条

      
「10か条」:セラピスト共通の協業指針を網羅

      
「５か条」：発揮してほしい固有の専門性を集約

　　  表1　回復期リハビリテーション病棟協会：「セラピスト10か条」
　　　（2010年7月：Ver.1、2017年２月：Ver.2.0、2022年8月：Ver.2.1改訂） セラピスト 10 か条

リハビリテーションマインドをもって専門職の使命を果たそう
心身機能の改善を図ろう
生活場面での ADL 向上を促進しよう
ADL の獲得に向けて適切な装具・車いす・福祉用具を導入しよう
患者の行動と疾病の危険兆候を見逃さず、事故や感染を予防しよう
カンファレンスは定期的に多職種で開催し、今後の方向性を多職種で検討・一致させよう
記録や情報伝達は、多職種が理解できる内容、言葉で表現しよう
病棟や在宅で介護を担う家族や介護者とともに、ケア方法を検討しよう
退院に向けての環境調整は過不足なく行い、地域スタッフに繋

つな
いでいこう

患者に寄り添い、その人らしい社会参加を支援しよう

1条

2 条

3 条

4 条

5 条

6 条

7 条

8 条

9 条

10 条
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作と運動を中心に、OT
は作業を中心に、STは
コミュニケーションと食事
の機能を中心に置きなが
ら、その人らしい生活を
下支えしていく。その際、
PT・OT・STそれぞれ
に発揮してもらいたい固
有の専門性について集
約したものが、「PT・
OT・ST5か条」である

（Ｐ０９、Ｐ１３、Ｐ１６）。
　PTOTST 委員会で
は「セラピスト10か条」

「PT・OT・ST5 か 条 」
計２５条の正しい理解と
実践に向けて、昨年5月、

『セラピスト10 か条・
PT・OT・ST5か 条ガ
イドブック』を刊行し、
各項とも「基本的な考
え方」と５つの「チェック
ポイント」、解説を実践例
を交え整理した。ぜひ、
ご活用いただきたい。
　以上を踏まえ、事例
を1つ共有したい（詳細
な事例を読み上げ。表２
に一部掲載、全体➤表
内QRコード。図２・３に、
入・退院時のICF評価）。
　　　  ❖
山中　（フロア参加者に
事例を紹介、共有し終え）
ざっとＫさんのイメージを
もっていただいた。続いて、PT・OT・STの専門性とチー
ムアプローチ、回リハ病棟入院中に行われる具体例につ

いて、PTの奧山委員、STの椎名委員、OTの坂田委
員の順にご発表いただく。

【事例紹介】　（部分掲載。詳細は➤右下QRコード参照）
Ｋさん　50歳代女性、右利き　入浴中上下肢麻痺。右口角下垂、失語症認め緊急搬送、
左被殻出血あり、保存的に治療。17病日後に回リハ病棟へ転院
職業：クリーニング店パート勤務（週5、10-16時、店は自宅から車で5分）
家族構成：夫（50歳代、会社員）、長男（20歳代、会社員）、長女（専門学校生）
病前生活：家事全般を行い毎朝子供の弁当を作り車を運転。コーラス教室に通うなど活動的
性格：明るく社交的。本人ニーズ：失語で詳細不明ながら

「自宅へ戻りたがっている」様子
家族ニーズ：「ある程度の家事ができるようになって自宅に戻ってきてほしい」
回復期入院期間見込み：3か月（後略）

事例紹介（Ｋさん 50 代・女性）　図2、３　K さんのＩＣＦ（入院時➤退院時）　　
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運動機能のＰＴ評価は翻訳して他職種と共有！
奧山夕子氏　PTの立場か
らお話させていただく。
　回復期フェーズは、変化
の大きい短い通過点だ。発
病という大きなインパクトを
受けると身体機能は低下し
生活は一変する。急性期で
は病気の進行を止める治療

      　　　身体の基盤作りに責任をもち
　 その人らしい社会参加の実現を目指す

奧山夕子氏（PT）

を行い、状態が安定すると回復期へ繋ぐ。回復期は早
期に患者を受け入れ、限られた時間の中で最大限に機
能回復を図り在宅へと導く。だが、身体機能が変化した
状態での社会適応は簡単ではない。回復期で生活再
建が果たせても、退院直後は生活混乱期を迎えるとい
われる。私たち回リハ病棟で働く者は、当事者ごとの個
別最適化した最良の医療を提供するチーム力が問われ
る。そこで私たちは、受け手の責務、生活再建、送り手
の責務を果たすべく「あり方指針」を設け、各職種が
10か条、5か条の業務指針を策定した。
　「セラピスト10か条」の1条で唱えるPTの専門職の使

の人らしい社会参加」の実現を目指すことを使命とする。
　以下、「あり方指針」が示す、準備期、前期、中期、
後期に分けて、PTの役割を説明する。

 準備期、前期：　PTは治療計画を立案するために初
期評価を行う。理学療法では、まず紹介状からある程度
の患者像を把握し、運動機能の客観的評価を実施する。
　運動機能の客観的評価は理学療法の要

かなめ
であり、 PT

の職責である。ただ、多職種協働ではその使い方に注
意が要る。ポイントは、専門職の立場・視点を活かし
た業務の遂行である。つらつらと運動機能評価のスコ
アを他職種に説明するのではなくPT 評価を“翻訳”
して情報を共有することが大切になる。“翻訳”とは、
スコアが示す意味を伝えることである。他職種が理解
できる言葉で運動機能評価に裏付けられた基本動作
能力を伝え、安全に入院生活を送るためのリハビリテー
ション・ケア計画や環境調整等を提案する。今回のケー
スでは、入院時 FIM 移乗が中等度介助レベル、畳に
布団の生活歴からベッド生活に変わったのは片麻痺に
なって17 病日だ。移乗に至るまでの起居動作をコール
を押さず自己流で行っていた可能性がある。

表 2　「PT 5か条」（2022 年 8 月　Ver.2.0 改訂）

1条

2 条

3 条

4 条

5 条

筋力、関節可動性、姿勢バランスなどの運動機能を回復させよう
全身の部位・状態などを観察し、不動による疼痛・虚血を予防しよう
呼吸・循環機能を高め、社会生活に必要な体力の向上を図ろう
課題にそった運動学習を促し、実際的な基本動作を高めよう
ADL の自立に向けて運動療法、物理療法などを駆使しよう                                    

 PT5 か条

《 回リハ病棟 PT 理学療法士の使命 》

命とは？　
— その
答 えが

「PT5 か
条 」に
集 約 さ
れている

（表2）。
　1条に

　また、
感 覚が
重 度 鈍
麻で 運
動麻 痺
の程 度
も弛 緩
性麻 痺
から少し

運動機能の回復、2条に二次障害の予防を目的にした全
身管理、3条に社会に戻るだけの体力向上と予備力の確
保、4条に運動学習を基盤にした基本動作の獲得、５条
にPTの主な戦術となる運動療法と物理療を駆使するこ
とを示している。PTは、当事者の活動、参加を支える身
体の基盤作りに責任をもち、「10か条」10 条が示す「そ

筋緊張が亢進してきた時期であることから、麻痺側管理
が不十分になると麻痺肢を体の下敷きにしたりベッド柵
にぶつけたり、自重で関節を痛める可能性がある。その
ため、この時期は安全に基本動作を行う指導やポジショ
ニングが必要なことをＰＴから看護師・介護士に伝える。
立位バランスにおいては、下肢の運動麻痺、感覚障害、
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筋緊張の亢進から麻痺側荷重が不十分で非麻痺側優
位に立位をとることが考えられる。軽度肥満と年齢から
関節に痛みが出るリスクも予測される。安全な移乗に向
け動作開始前に人が呼べる体制整備や、立位をとった
時に麻痺側の足底が床に接地できるよう下肢装具の装
着を提案する。装具の脱着は今後、片手動作や座位
バランスの習得が必要なことを伝え、安全に動作が習得
できるまで介助を要する点を共有したい。移動手段は車
いす全介助レベルである。今後活動量を上げていくため
には片手片足駆動の指導、転落を回避するシーティング、
車いす操作の習得などを初期対応としてチーム内で共
有できるとよいだろう。
転倒事故への対処　準備期、前期は事前の情報収
集、入院初日の評価、入院3日間の日夜の様子を見る
評価期間、多職種の評価を統合する7日目、再評価を
行う14日目と、ポイントとなる期日がある。安全を担保
し方向性を確認、治療計画立案のために定期評価とカ
ンファレンス、環境設定のPDCAを繰り返すが、今回
のケースのように転倒事故が起こる場合がある。食後
に自室で車いすに乗車中、クローゼット上の口腔ケアセッ
トを取ろうと立ち上がり起きた今回の転倒。安全対策が
すり抜けた要因を4M分析で考えると、心理的要因、
設備の不具合、環境的要因、情報関連要因が疑われる。
その中の情報関連要因に関してたとえば21日目にPT
が「現在、歩行練習も進み、活動量も自信もついてき
ています。移乗は監視下でできるようになってきました。
装具脱着が自分でできるようになれば自立評価に入って
もよいかと。あと1週間は強化が必要と考えています。
日中コールは押せていますか？…」と、能力変化、理学
療法の進捗、新たなリスク発生可能性について情報発
信しチーム内で協議できていれば、事故は起こらなかっ
たかもしれない。
　PTがSTやOTに頼りたいところは、他職種のもつ
専門評価や面談技術から患者さんの言語機能や認知
機能が影響する行動や、行動の動機となる当事者が大

事にされてきた作業（生き方）や胸の内を整理して私た
ちPTに教えてほしい。退院後の目標となるその人らし
い社会参加のBeing（こうありたい）とDoing（こうし
たい）を共有でき、PTは運動機能の側面からその人ら
しい社会参加に対応できる選択肢を増やすことに貢献
したいと思う。（後略）
中期　Kさんの長期目標を「公共交通機関を利用でき
るだけの歩行修正自立（退院後3か月）」とした場合、
入院中の移動手段を車いすから歩行へ段階的に変えて
いく必要がある。PTは全期に渡って病棟とリハビリテー
ション室を渡り歩きながら多職種協働に
より自身の専門性を以下のような形で発
揮する（➤QRコードに以下内容を図示）。
病棟：初期の移動手段は車いすだ。病棟では活動量
の増加を目的にシーティング、車いす駆動、車いす仕様
の環境設定、下肢装具の貸し出し、基本動作練習など
を行い、1日の活動スケジュールを立案。装具の脱着練
習や立位練習など体力の向上と移乗自立を目標にした
プログラムを実行する。リハビリテーション室での基本歩
行練習が応用歩行練習へ移行してきた時期に病棟歩
行を導入。移動手段を車いすから歩行へ切り替える準
備を始める。環境調整や朝晩の歩行練習、自立評価な
どを多職種と協力しながら行う。終盤、病棟での移動手
段を歩行へ切り替え、自立後の評価や体力向上のプロ
グラム、機能維持のためのセルフマネジメントを指導して
いく。
リハビリテーション室：機能障害に対応した練習と能力
に対応した練習を行い、徐 に々能力対応練習の比重を
増やしていく。初期は課題の難易度が調整しやすい基
本歩行練習を行い、歩行支援ロボットや装具・補助具
も活用する。基本歩行練習から応用歩行練習への移
行後は、在宅での生活環境を見据えて裸足歩行練習
や杖なし歩行、転倒した際の対処法などを指導。さらに、
行動範囲を広げていくために院内パブリックスペースで
の練習、階段、坂道、不整地での屋外歩行練習、持

4M：事故発生要因の構成要素。人（Ｍan）、機械・設備（Ｍachine）、情報・環境（Ｍedia）、管理・教育（Ｍanagement）
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久力強化練習を実行していく。屋外歩行が安定すれば
次のステップとして院外リハビリテーションや退院前訪問
指導を実行する。
　図４は「PT5か条」を回復期の時期別に落とし込ん
だものだ。PTはADL自立に向けた支援を行う職種で
ある（５条）。運動機能向上（1条）の機能対応練習と
基本動作能力向上（4条）の能力対応練習の比重は
患者の状態に合わせて調整し、徐々 に実場面での能力
対応練習を増やしていく。疼痛・不動などの二次障害
の予防（2条）は終盤にかけてセルフマネジメントできる
よう指導していく。心肺機能の向上は、離床・廃用予防
のスケジュール管理から徐 に々社会生活が行えるだけ
の体力確保（3条）を導く。その実践は、練習環境の
特徴を活かし使い分けていく。
後期　入院生活の終盤、当事者は急に不安に襲われ
ることがある。それは、入院生活の特殊性に原因がある
かもしれない。医療者は入院生活が非日常であることを
認識し、当事者が望む生活に近づくよう擦

す
り合わせの

作業が必要になる。それは、退院後生活の環境、役割、
方法の変更であったり、自分一人でできること、支援者
とできることの確認であったり、新しいネットワークの活用
になる。終盤の不安にどう対応するか。まずは、理学療

法のソフトランディングである。運動機能のセルフマネ
ジメントとして拘縮予防のための関節可動域練習、加齢
に伴う骨密度・筋力低下予防のための筋力強化練習、
体力維持・向上のための持久力練習、体重コントロー
ルを入院中から指導し自己管理できることを確認する。
　次いで、次期伴走者（キーパーソン）との調整である。
早期から家族指導を実施することにより障害像の共有、
当事者ができること/できないことを確認する。できる
ことばかりでなく、危険動作の指導や転倒後のアクシ
デント発生の際の対応方法も指導しておくと安心だ。
家族自身の介護スキルも入院中確認しておくと安心と
自信にも繋がる。退院前訪問指導や退院前カンファレ
ンスの開催も不安軽減に繋がる。入院中に退院後生
活をイメージして実時間、実場面でリハーサルすること
も有効かと思う。
　さらに、安心の保証書として、福祉用具を使用して
退院する場合は、メンテナンス方法の指導や相談窓口
の紹介をしておくと安心される。本ケースのように装具
を活用する場合、身体機能の変化により装具の設定
が変わるため、本人、生活期スタッフ、かかりつけ医が
情報共有できるノートを渡すことも安心ツールの１つに
なる。

図4　回復期の時期別PT の主たる支援内容と「PT5か条」１～５条の関連　　
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入院初日　Ｋさんの入院初日の評価でSTはまず、全
体的なコミュニケーションの状況を押さえ、とりあえず1
つの方法、「この方だったら、こういうやり方であれば意
思疎通ができる」という方法を確認し、他職種との間
で共有する。これが初日の1つの流れである。加えて
大切なのが、食事の評価だ。午前入院なら昼には食
事が出る。提供される食事が安全でその人の能力に
合ったものかをチェックし、必要なら修正していく。これ
もSTの初日評価の大きな役割になる。
　食事に関しては食事場面を評価。後日、より詳細な
嚥下障害の重症度評価と動態分析、障害構造の確認
を行った上で予後予測をし、間接訓練、直接訓練を行っ
ていく流れになる。Kさんの場合、すでに前院で普通
食を召し上がっておられ、スクリーニング検査の上でも
問題はなく、食事観察でも特に危険性はなしとのこと。
若干、スプーンなど食具が使いにくいようだったので、
食具の設定をOTに依頼した。
前期　回復期の初期にSTが行うコミュニケーションの
評価、食事の評価ではまず、全体像を押さえた上で
個別の評価を行っていく。脳損傷後に生じることが多い
失語症と運動障害性構音障害について、STは障害の
評価とその後の回復に直接かかわる専門職である。責
任をもって障害のタイプと重症度、回復の見込みを分
析、予後予測し、適した練習方法を立案していく。
　Kさんの場合、礼節は保たれており、簡単な質問の
理解は可能。ただ、口頭での返答には受信者（ST）
側の誘導や推測が必要であった（図5）。
　SLTA（標準失語症検査）、CBA（認知関連行動
アセスメント）、RCPM（レーヴン色彩マトリックス検査）
ほかの評価を実施。SLTAのプロフィールでは聴理解
は比較的良好で、多少複雑な話でも大まかには理解で
きる状態。喚語表出は単語から文レベルの発話が見ら
れ、流暢な発話だが喚語困難はしっかりあり、意味性、
音韻性の錯誤や音の歪みもあった。復唱は比較的保た
れていた。皮質下被殻出血後の失語であり、典型的な
皮質下性の失語で中等度症状と判断した。SLTA評

椎名英貴氏（ST）

《 回リハ病棟 ST 言語聴覚士の使命 》

椎名英貴氏　STの立場か
らお話させていただく。
　STは、主にコミュニケー
ションと食事に対して責任
をもっていく職種だ。表 3
に掲げる「ST5か条」の中
では、1条と2条がコミュ
ニケーションに割り振られて

いる。
　コミュニケーションは人と人との間で行われる情報、
思考、感情等の伝達や共有、それらの活動面のすべ
てを含んでいる。1条では、コミュニケーションの機能
障害としての面を適切に評価し集中的なリハビリテー
ションを行っていくことが語られている。2条に示すよう
に、日常の生活場面でのコミュニケーションに反映でき
るよう、生活場面での観察・評価に基づく適切なコミュ
ニケーション方法を選択し、代償的手段や環境調整
等を工夫しながらコミュニケーション活動の充実を図る。
　３条は食事についてで、摂食嚥下に問題があればそ
の人の医学的なバックグラウンド、病前の食習慣や嗜
好といったその人の個人因子など、全体像を把握した
上で摂食嚥下機能を適切に評価し、実際の食事場面
での食形態や食具の選定なども含めて、その人が安
全に食事を楽しめるよう支援していこうというものだ。
　4条は、生活機能全体に影響を及ぼす認知の問題
について、STが全般的認知能力を、行動観察、机上
検査を行い、重症度と特徴を精確に評価した上で、こ
れはOTとも関連のあるところだが、必要な情報を他
職種へ発信していこうという内容である。このように、1
条から4条まで、コミュニケーションと食事の問題を支
援し、認知の問題についても改善に向けかかわっていく。　　　　
　5条では、これらのことによって、その人らしい社会
生活への参加を支えていこうと提唱している。これが
「ST5か条」全体の構成になる。

      　　　コミュニケーションと食事に責任をもち
認知能力向上に努め、その人らしい参加を支援

初日にとりあえず１つ意思疎通方法を見つけ共有
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価点の合計は10点中5点という結果であった。
　初回カンファレンスでは、被殻出血後の失語症の方々
の経過に関する予後予測とゴール設定を説明した。予
測データを参考に、おおむね予後は良好であり、退院
時点で失語症は残存するも日常的なコミュニケーション
では大きな障害がない程度にまで改善すると考えられ
たことから、「日常会話：8 割以上の意思疎通が可能。
複雑な内容：5 割程度の援助で自分の意思を伝達で
きる」を当面の目標として掲げた。退院後 3か月～6か
月後には家族以外の人たちとも制約はありながら口頭で
コミュニケーションがとれるぐらいになるのではないか、
との予測のもと、理解・表出の集中的な練習、入院生
活の中で患者間・多職種間のコミュニケーションが成立
するよう練習を組み立て支援していくこととした。
転倒事故への対処　入院3 週目の転倒のエピソード
に対し、「なぜ転倒が起きたのか」を、STの立場から
評価・判断した。言語理解が悪く理解に齟齬が生じた
のか、認知の問題、たとえば注意障害が強くて別の何
かに気をとられ転んでしまったのか、考えられる原因を
評価し、多職種に発信していく。転倒後の会話で「ブレー
キかけるのを忘れちゃったんですね？」とSTが問うたの
に対し、K「こっち（右ブレーキ）はいつも（忘れずにか

けるよう）言われててかけたんですけど…」　
ST「左側はかけなかったんですね」
K「あんまり覚えてないけど、たぶん…」
ST「ナースコールは忘れちゃった？」
K「皆さん忙しそうで　つい…」
　食事時間帯で皆忙しそうだったのでつい一人でも取
れるかと思い、動いたら転んでしまったと経緯を話され
た。
　初回カンファレンスでは、転倒されたことも考慮し「自
立は先延ばしにしたほうがよいのでは」との意見も出た。
ST・OT 側からは左ブレーキのかけ忘れという若干の
注意の問題と、周囲に気を遣いすぎた結果の事故であ
り、空間性の注意の問題ではないと思うとの意見を出し、
再度、病棟で看護・介護職が手順を確認し練習を行っ
た上で自立に向けたトライアルを実施する運びとなった。
中期　回復期中期はADLを拡大し、日常生活の中で
コミュニケーションを積極的に拡げていく時期である。
患者間のコミュニケーション、看護師をはじめ多職種と
のコミュニケーション方法の提案、機器等の利用。加
えて、家族とのコミュニケーション・意思決定への支援
が大きな比重を占めてくる。「ST５か条」2条の推進が
中期以降のSTの大きな役割になる。コミュニケーショ

表３　「ST 5か条」（2022 年 8 月　Ver.2.0 改訂）

図５　訓練開始　初回ST 室 図6　失語症グループ練習～コミュニケーション機会拡大

 
1条

2 条

3 条

4 条

5 条

コミュニケーションを阻害する失語症や構音障害を改善し意思疎通の向上に努めよう
生活の場で代償手段や環境調整等により、コミュニケーション活動を拡大しよう
摂食嚥下機能を高め、安全な経口摂取を支援しよう
すべての活動に影響を与える認知能力をとらえ、必要な情報を発信しよう
コミュニケーション、食事、認知の問題に関わり、その人らしい社会生活への参加を支援しよう                                    

 ST5 か条

お子さんは何人ですか？

お子さんはお勤めですか？

あの、　むすこ　と…
　おんなのこ

え… あの　うえは、　ええ、
もう  …なんですけど、したは
いや　あの　まだなんです。

旅行行くなら？
どこがいいですか？ 韓国いいですね

韓流ドラマ・・・で

温泉かな・・・



回復期リハビリテーション◆2026.114

特集1　リハビリテーション・ケア合同研究大会 大阪 2025　
主催団体企画シンポジウム：一般社団法人 回復期リハビリテーション病棟協会

ン機会の拡大ということでは、失語症のグループ練習
としてSTと患者がペアとなり、複数のペアでグループ
的な活動をしてもよい（図6）。「ピアサポート」的な意
味合いもあり有効である。STが誘導し患者間でコミュ
ニケーションできるようになる意義も大きい。
　「コミュニケーションノート」というと、表出できない人
の代替コミュニケーションツール（AAC）として利用す
るイメージがあるが、情報共有目的のツールとして利用
していく方法もある（図７)。個人情報の取り扱いには慎
重にならなければいけないが、その方の生活史、仕事・
趣味等を記載させていただき担当ST以外でもKさん
の人となり、プロフィールを共有できるようにするといっ
た利用方法である。
　家族との間のコミュニケーション方法では70、80代
の人もスマホ使用が一般的になってきている。コロナ禍
以降、面会が滞った時期を経て今は家族とLINEのや
りとりをされる人が非常に多くなってきた。予測変換機
能など非常に進歩している。一部文字入力する方法で
LINEは使えるようになるし（図８)、絵文字を使って用
件をうまく伝えられる人もいる（図９)。
　入院中期から後期にかけては、より複雑な内容のコ
ミュニケーションが必要になってくる。退院後の生活、
退院後の希望、退院が近づくにつれ募る不安…。ST
の聴き取りが大きな意味合いをもつ。
　口に出して言葉でいうからこそ、はっきりわかるという
ところもある。失語症の方は思いの表出が難しくモヤモ
ヤした状態になるわけである。その辺りを言語化させて
いくこともわれわれSTの大きな役割だと思っている。
そのためには当然、発話能力の向上もあるが、コミュニ
ケーションの中で視覚的な情報—文字、絵、図を利用

しながら、ご本人の仰りたいことを引き出す質問方法等
を工夫し話を聞き出しスタッフ間、家族や在宅スタッフ
と共有していく。
後期　退院が近づくと、帰ったあとどうするかがST
室でも多く話題に上る。その際も絵や図、文字を使っ
て視覚的にコミュニケーションをとると話が深まる。質問
は複雑な内容だと言葉で返答しづらいので選択肢を挙
げながら、たとえば、「今いちばんのご心配は家事ですか、
それとも外出のほうですか？」などと訊き、意思を確認し、
思いを言語化していく。作業療法で料理したあとなど、
図１０のような調理器具の名称と絵が描かれたツールを
作って見せながらコミュニケーションすると喚語の練習
にもなる。こうしたかかわりをしながらコミュニケーション
能力を高め、退院後の生活について希望や不安を聞い
て退院前カンファレンスに繋げていく。
　退院前カンファレンスでSTは、「スタッフや他の患者
さんと口頭でのコミュニケーションを楽しめるようになっ
てきているが、退院に向けた不安もある。料理を自分の
役割として頑張りたいという気持ちと、一人では不安。
でも、家族に負担はかけたくないといった思いの中で葛
藤があるようだ」と課題提起し結局、家族に現状を話
し家事等で協力を依頼することになった。
　

左・図７
コミュニケーション
ノート

右・図８、図9
スマホの利用練習

図１０　スマホの利用練習
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坂田祥子氏　OTの立場
からお話させていただく。
　OTの発表をPTとST
のあとにしてもらった。作業
療法にはその人にどんな作
業や生活が可能となるのか
を、理学療法で獲得される
運動機能や移動能力と、言

坂田祥子氏（OT）

《 回リハ病棟 OT 作業療法士の使命 》

      　　　その人にとり大切な作業の遂行を支援
ＰＴとST の機能・能力を統合し発信する役割 

表４　OT 協会・作業療法の定義の注釈

語聴覚療法で獲得される認知機能やコミュニケーション
能力を「統合」し発信していく役割があると考えるからだ。
　初めに、ＯＴの定義から説明したい。ＯＴの定義は国
家資格の身分法としての「理学療法士及び作業療法
士法」と、専門職としての技術・社会的役割（職能）
を定めたＯＴ協会による作業療法の定義の２つがある。
　「理学療法士及び作業療法士法」の第2条に記載
のある「手芸、工作」という文言を巡り、厚生労働省は
2010 年、通知を発出して改めて「作業療法の範囲」に
言及。「医療現場で手工芸を行わせること」といった認
識の広がりを懸念し、作業療法士の業務としてADL、
IADL、職業関連活動、福祉用具使用、退院後の住
環境適応等の訓練、発達障害や高次脳機能障害等に

　この定義には、さらに表 4の注釈があり、作業療法
のもつ種別的側面と意味的側面が提示されている。
　そして、「作業に焦点を当てた実践には、心身機能の
回復、維持、あるいは低下を予防する手段としての作
業の利用と、その作業自体を練習し、できるようにして
いくという目的としての作業の利用、およびこれらを達成
するための環境への働きかけが含まれる」と説明されて
いる。
　このOT協会の定義を受け、私たちも「作業に焦点
を当てた作業療法」を前面に打ち出すべく、「OT5か
条（第2版）」（表５）をとりまとめた。全体的に「作業」
という言葉を意識して条文を考えさせていただいた。
　「OT5か条」は、私の中ではOTの「人－環境－作
業モデル」と関連づけるととても説明しやすい（図１１）。
その人がどんな作業をし、どんなふうにできるのかは、
その人がもつ心身機能、習慣、価値観、動機、その人
が置かれている物的・社会的・人的環境、作業のもつ
特性との関係の中で変わってくる。常にこの「5か条」
をフルに発揮してかかわるということだろうと思う。
　本当にその人にとって大切な作業に焦点を当てて作

図１１　人ｰ環境ｰ作業モデルと「OT5 か条」

対するリハビリテーションなどを列挙。こ
れらの業務への作業療法士の積極的
関与を促した（➤右、QRコード）。　　
　当然、その当時の私はそれらをすべて実施していた。
しかし、こうした通知が出されたのは、私たちＯＴの発信
が弱かったのではないかと反省させられた。
　OT協会が2018 年、第2版として改訂した作業療
法の定義は、以下である。
　 作業療法は、人々の健康と幸福を促進するために、　
  医療、保健、福祉、教育、職業などの領域で行われる、
  作業に焦点を当てた治療、指導、援助である。
　 作業とは、対象となる人 に々とって目的や価値を持つ
  生活行為を指す。

・作業には、日常生活活動、家事、仕事、趣味、遊び、対人交流、
 休養など、人が営む生活行為と、それを行うのに必要な心身 
 の活動が含まれる。　……種別的側面

・作業には、人々ができるようになりたいこと、できる必要があ
 ること、できることが期待されていることなど、個別的な目的や
 価値が含まれる。　  ……意味的側面
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表５　「OT5か条」（2022年8月　Ver.2.0改訂）

* 注：作業とは、日常生活活動、家事、仕事、趣味、遊び、対人交流、休養など、人が営む生活行為であり、その人にとって目的や価値を持つものを指す

     か条
1条

2 条

3 条

4 条

5 条

地域生活の拡大・充実（再建 )に向けて、作業 *に焦点を当てた個別性のある支援を行おう
ADL・IADL 等の活動を評価・介入し、主体的な生活の習慣化につなげよう
認知・行為、心理的側面を包括的に捉え、その人らしい作業の実現を援助しよう
生活行為に活かせる身体機能/操作機能の改善・獲得に取り組もう
自助具や福祉用具を駆使し、対象者を取り巻く環境を調整することで作業遂行を充実させよう                          

 OT5 か条

業の遂行を支援し、作業療法の専門性を発揮していく
ために、この「5か条」は重要である。その人にとって
の「作業」は、１つだけではない。また、ＯＴだけでそれ
は叶えられない。他職種との連携・協働により作業療
法を遂行し、まずベッドサイドから病室、そして、病棟、
自宅、地域へと作業の力を活かして拡

ひろ
げていきたい。

入院初日　処方を受け、多職種で評価。ADL動作
を中心とした心身機能や活動能力を把握し、動作の自
立度・食事内容・リスク対応を決定していく。OTは病
室環境と動作の関係を中心に評価する。食事は食事
場面に入りテーブル・いす・周辺環境との関係、食具
の適合を見ていく。病室環境は動線を加味したベッドの
位置、ナースコール、床頭台・テレビなどを確認し、移
乗・トイレ動作を確認する。
　前院で「ナースコールを押さないことがあった」原因
を看護師、介護士と探り、使用いただけるようセッティ
ングする。車いすの右側ブレーキを延長し、本人が気
づきやすく届きやすくする。想定外の動作を予測するた
めに最大能力の確認も必要となる。
前期　入院翌日は体調確認後、ベッドから車いすへの
移乗を介助しながら受け答えや動作への協力の程度な
どをさっそく評価開始する。
　続いて作業療法の説明をする。OTはその人にとっ
て大事なことをできるようにお手伝する。そのために心
身の回復を促したり、動作方法や道具・環境の工夫を
してできるようにするのが作業療法ですと説明して、今
お困りのこと、できるようになりたいことを訊く。Kさんか

らは「トイレに一人で行けるようになりたい」「右手が動
きにくい」の２つが出された。
　作業療法の評価は、本人の訴えから進めていくとよ
い。右上肢機能の評価やトイレ動作の評価を優先して
進める。気持ちに寄り添いながら、本人が気づけていな
いADLにも介入していく。病室や病棟の環境や生活
に慣れていただくことも重要である。認知機能や高次脳
機能の評価はSTと相談し、役割を決めながら進めて
いく。
　病前の生活状況を知ることも重要だ。機会を見つけ
て本人から訊く、他職種や家族から情報を得ることによ
りKさんの理解に努める。　　
　初回カンファレンスでのＯＴ評価：右片麻痺は中等
度で感覚障害は重度、右視空間の無視があるため上
肢の管理は不良。立位は手すり使用で保持でき、移乗・
トイレも手すりがあれば中等度介助。５０代と若く、認知
機能（理解力）が高く保たれ改善が見込めることから、
障害の影響に配慮しつつ動作学習による獲得が可能。
　短期目標（１か月）：病室内の移乗・排泄の自立、利
き手交換の必要性の判断等。長期目標（３か月）：見守
りでの入浴、調理・掃除・洗濯など家事の一部実施、
右上肢の補助手機能の獲得—とした。作業療法では、
移乗・排泄・更衣の模擬動作練習～部分練習、全体
練習、右上肢機能の自己管理指導を開始した。
転倒事故への対処　PT、ＳＴと同様になぜ転倒して
しまったのか、それぞれの状況を確認した。（後略）
中期　作業療法では、本人の希望する退院後の生活
の確認をし（1回だけでなく何度でも訊いて確認すべき

 希望する退院後生活の確認は何度でも



      セラピスト、動いてナンボ ！セラピスト、動いてナンボ ！

～セラピストの業務指針「セラピスト10か条」「PTOTST5か条」を土台に動く～　　
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だ）、作業療法の計画を立てていく。日常生活の中で主
体性の向上、ADL・IADL 範囲の拡大を図ることが大
きな目的になる。Shared dicision making modelとい
われるように、退院後訪れる未経験な生活ができるだ
け具体的にイメージできるよう、本人の希望する退院後
の生活について対話を深めていく。病前の生活を聴取
する中で、Kさんの抱く退院後の生活イメージ：「できる
ようになりたいこと」「できる必要があること」などを徐々
に固めていく。Ｋさんは「身の回りのことを一人でできる
ようになりたい」「料理・掃除・洗濯などの家事ができる
ようになりたい」と仰った。これを受けて、退院後の生
活の具体化、実現に向け練習・調整に移行した。
　この時期、本人の主体性の拡大と併行してご家族の
思いにも寄り添い、両者の擦り合わせが必要になる。家
屋環境調整の計画を少しずつ進めていく必要がある。
退院後のサービス利用計画についても本人のできるこ
と、さらなる介入が必要なことを整理しつつ進めていく。
　作業療法では、難易度を調整しながらより具体的に
作業に近いことをしていく中で主体性・自立度を引き出
していく。上肢機能の改善を図りたいと希望するＫさん
に自主トレでできそうなトレーニングを提案。コーラスグ
ループに入っておられたので、院内のレクリエーションな
どに誘い、時間になったら車いすで会場へ移動してもら
い参加することを勧めたりした。
　また、作業療法の継続として、簡単な家事も含めた
室内動作の獲得に向けて立位での上肢使用動作の安
定を目的とした上下左右のリーチ運動、室内を歩行で
移動しテーブル前のいすに座る、物をもち運搬するなど
を実施した。排泄も、さまざまな異なる環境下で動作
ができるか、動作の多様性を引き出す狙いでの作業療
法も展開した。簡単な家事動作では、具体的な調理メ
ニューを考える練習をした。糖尿病、高血圧があるの
で栄養面で必要な配慮等の情報を管理栄養士から入
手しメニューに活かした。
　包丁操作は非利き手（左手）になる。麻痺手（右手）
で押さえながらできるか確認しながら野菜を切ることな
どに慣れたり、自助具を紹介したり、Kさんにとって新し

い調理の仕方を獲得してもらう練習を重ねた。洗濯物
を干す際も、普通の洗濯ばさみだと留めるのが非常に
難しい。片手でも留めやすいものを紹介したり、さまざ
まな家事動作を体験してもらい、場面ごとに最も合った
方法を本人が選べる場をいくつも設定した。
後期　退院前カンファレンスで家事動作が思うように
できず落ち込んでいることが報告され、家族への現状
説明、今後の協力の依頼を経て退院の準備に進んだ。
　退院１か月前頃には自宅の訪問調査・家屋改修案の
提案を行う。入院時訪問を実施していればその情報を、
そうでない場合は家屋の見取り図や写真をもとに模擬
動作練習をし、自宅訪問をした際の確認ポイントを想定
して訪問する。当日は移動に関する動線全般と寝室内
の配置、トイレ・浴室の構造、居間・食堂で座る場所、
洗濯機・物干し場、キッチン内の物品の配置、調理器
具の使用状況、自宅周辺の環境等々 を確認する。家族
指導では各動作の方法・能力を説明し、本人にできる
こと、家族が支援してあげてほしいこと、注意事項など
を提案、説明する。その後、改修が済んだら試験外泊
により問題がないか確認する。
　退院に際しては、自主トレ方法を指導し、困ったとき
に確認するための参考資料を渡した。地域への申し送
りでは医学的情報、作業療法経過、本人・家族への
説明事項、本人の心情、残された課題等を伝えた。
フォローアップ期　Ｋさんの場合には訪問リハビリテー
ションのスタッフに引き継ぎ、自宅でのADL・IADLの
実施状況を確認。屋外歩行練習、公共交通機関の利
用練習を継続してもらった。
　作業を中心に「OT5か条」をフル活用して専門性
を発揮していくかかわりの中で、Ｋさんの場合には心身
機能面では上肢を補助手レベルに改善、活動の
ADL・IADLの拡大に向けては移乗・排泄動作が早
期自立、整容・更衣・入浴動作が自立、家事動作一
部自立となり、参加への支援では家庭内の家事を一部
担い、コーラスグループの皆様とのかかわりの継続に向
け支援した。
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山中　「セラピスト10か条」「PT・OT・ST5か条」を
土台にセラピストが「能動的に動く」というテーマで話を
してきた。PT・OT・STは「セラピスト」として一括りに
表現されることも多いが、冒頭の図１「多職種チームの
連峰モデル」で互いに重なり合う部分と同時に、各職
種で高い専門性を発揮しなければならない、独自の、固
有の部分をもっている。それが各「5か条」となる。
　また、今回はお示ししなかったが、管理業務における
行動指針として「マネジメント5か条」
を示しており（➤右、QRコード）、図１の
ような形の関係性の中で各種指針が
機能している。
　図１２は、患者さんがその人らしい生活を取り戻してい
くリハビリテーション支援のあり方を、「３つの戦略」として
整理したものである。「能力を上げる」、「健康状態・生
活を護

まも
る」、そして、「幸福感や人生の価値を拡

ひろ
げる」、こ

れらがリハビリテーション支援の流れ、3つの基本的戦
略になるかと思う。
　この戦略は多職種チームによる支援が基本となるが、
患者さんの能力を「上げる」ところは主にPT・ST・医
師などの役割、健康を「護る」ところは予防や健康増
進も含めて主に看護師・PT、生活を「護る」ところは

主に介護福祉士が、そして幸福感や人生の価値を「拡
げる」ところ、医療としては主にOT、福祉としては社会
福祉士や心理士の役割になると思う。
　急性期・回復期・生活期のステージや障害の状態に
よって患者さんの課題も変わることから、これら3つの戦
略は個々 の課題に応じて比重が常に変わっていくが、何
より患者さんの意思を尊重し、自ら主体性をもってその人
らしい生活の再建に向かっていけるようチームでサポート
していく姿勢が最重要であり、その業務指針として「セ
ラピスト10か条」「PT・OT・ST5か条」があると思う。
　当協会の前会長であった石川 誠さんも、「回復期リハ
ビリテーション病棟の目的は自立心を育むこと。これが大
きい」という話をされている。石川さんはリハビリテーショ
ン医療の特徴として「患者さんの意欲・モチベーション」
の重要性を挙げる。「リハビリテーションは患者さん本人
の意思・意欲・モチベーションにより治療効果が大きく
異なってくる。本人にやる気がなかったら何も始まらない。
やる気を引き出す、これをチームでやるのが回復期の使
命なのだ」と仰っている。PT・OT・STは回復期の中
で専門性を存分に発揮しながらチームの協業を推進し、
患者さんのやる気を引き出し、その人らしい生活の実現
に向け取り組んでいく。
　地域から選ばれる回復期、選ばれるセラピストとして、
時代が変わっていく中、変わらない大事な部分をしっかり
受け止め、質向上に取り組んでいきたい。

《 座長まとめ 》

      　　　患者さん自ら意欲をもって生活再建に
向かっていけるようチームで支えよう—山中氏

図１２
リハビリテーション・サポートの

基本戦略


